
日時：令和３年７月１４日（水）１０：３０～ 
場所：茨城県開発公社ビル４階大会議室    

 
第 1回 茨城県水道ビジョン策定検討委員会 

 
次 第 

 
 
１ 開 会 

 
 ２ 出席者紹介 
 
３ あいさつ 

 
４ 検討内容 
 （１）水道ビジョン策定の必要性について 
 
 
 （２）茨城県水道ビジョンの概要（たたき台）について 
   
   
 （３）その他 
 
５ 閉 会 
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資料１

No 氏名 役職 備考

ふじた　まさふみ

藤田　昌史

さとう　ゆうや 〇早稲田大学　研究院　准教授 Web参加

佐藤　裕弥
〇早稲田大学　総合研究機構　水循環シ
ステム研究所　主任研究員

きたの　もりやす Web参加

北野　守康

いしかわ　ともこ 〇公認会計士

石川　知子 〇税理士

やぐち　みどり

矢口　みどり

おかべ　かずひこ

岡部　和彦

あらい　おさむ

荒井　宰

いいだ　かおる

飯田　薫

たかさき　かつひこ

髙﨑　克彦

はらべ　しゅういち

原部　修一

えんどう　ともよし Web参加

遠藤　智義

はしもと　しん

橋本　慎

No 職 氏名 備考

1 副参事 廣瀨　喜之

2 課長補佐（総括） 山元　薫

3 主査 水野　正浩

4 係長 神谷　仁

5 係長 金親　幸宏

6 主任 工藤　邦彦

7 主事 青野　太一

8 事務支援員 山﨑　唯子

第1回　茨城県水道ビジョン策定検討委員会　出席者名簿

〇茨城県県民生活環境部水政課長

5 〇茨城消費生活審議会委員

6 〇日立市公営企業管理者

7 〇水戸市上下水道事業管理者

1
〇茨城大学工学部都市システム工学科
准教授

2

3 〇（公社）日本水道協会工務部技術課長

4

オブ
ザー
バー

事
務
局

茨城県県民生活環境部水政課

8 〇下妻市建設部長

9 〇行方市水道課長

10 〇茨城県企業局次長

委
員

幹
事

1

1
〇厚生労働省医薬・生活衛生局水道課課
長補佐



PC WEB参加　

佐藤　委員
北野　委員

オブザーバー　遠藤補佐

〇

藤田　委員 〇 〇 石川　委員

矢口　委員 〇 〇 岡部　委員

荒井　委員 〇 〇 飯田　委員

髙﨑　委員 〇 〇 原部　委員

橋本　幹事 〇

【茨城県開発公社ビル4階大会議室】

第1回　茨城県水道ビジョン策定検討委員会　座席表

入口

入口

事務局席

スクリーン

市町村等随行者

事務局席

委
員
長
席
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茨城県水道ビジョン策定検討委員会設置要綱 

（目的） 

第 1条 茨城県水道ビジョンを策定するにあたり，専門的見地からの助言を得ることを目的とし

て，茨城県水道ビジョン策定検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（委員）   

第２条 委員会の委員は，学識経験者，有識者，水道利用者，水道事業者及び水道用水供給事業

者のうちから知事が委嘱する。  

２ 委員会に，委員長を置く。 

３ 委員長は，委員会の事務を掌理し，委員会を代表する。   

４ 委員長は委員の互選により定める。 

５ 委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 

（検討事項）   

第３条 委員会は，次に揚げる事項について検討を行うものとする。   

（１）茨城県水道ビジョンの策定に関する事項   

（２）その他必要な事項   

 

 （設置の期間） 

第４条 委員会の設置期間は，茨城県水道ビジョンの策定の日までとする。 

 

（会議）   

第５条 委員会は，委員長が座長を務める。   

２ 座長は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，意見を聞くことができる。   

 

（幹事） 

第６条 委員会に幹事若干人を置く。 

２ 幹事は，県の職員のうちから知事が任命する。 

３ 幹事は，委員長の命を受け，会務を処理する。 

  

（事務局）   

第７条 委員会の事務局は，茨城県県民生活環境部水政課に置くものとする。  

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員会に諮 

り定める。 

 

附則  この要綱は，令和２年７月２２日から施行する。 
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茨城県水道ビジョン策定検討委員会 委員名簿 

No 氏名 役職等 要綱第２条 備 考 

１ ふじた まさふみ 

藤田 昌史 

 

〇茨城大学工学部都市システム工学科 

准教授 

学識経験者 茨城県企業局経営懇談会 

２ さとう ゆうや 

佐藤 裕弥 

〇早稲田大学 研究院 准教授 

〇早稲田大学 総合研究機構 水循環

システム研究所 主任研究員 

学識経験者 〃 

３ きたの もりやす 

北野 守康 

 

〇（公社）日本水道協会工務部技術課長 

 

有識者 〃 

４ いしかわ ともこ 

石川 知子 

 

〇公認会計士 

〇税理士 

有識者 〃 

５ やぐち みどり 

矢口 みどり 

 

〇茨城消費生活審議会委員 

 

水道利用者 〃 

６ おかべ かずひこ 

岡部 和彦 

 

〇日立市公営企業管理者 

 

水道事業者 

大臣認可 

県北圏域代表 

（公社）日本水道協会茨城

県支部 支部長都市 

７ あらい おさむ 

荒井 宰 

 

〇水戸市上下水道事業管理者 

 

水道事業者 

大臣認可 

県中央圏域代表 

県中央広域水道建設促進協

議会 会長都市 

８ いいだ かおる 

飯田 薫 

 

〇下妻市建設部長 

 

水道事業者 

県知事認可 

県南西圏域代表 

県南西地域広域的水道整備

促進協議会 会長都市 

９ たかさき かつひこ 

髙﨑 克彦 

 

〇行方市水道課長 

 

水道事業者 

県知事認可 

鹿行圏域代表 

R2 年度（公社）日本水道協

会茨城県支部常任理事 

10 はらべ しゅういち 

原部 修一 

 

〇茨城県企業局次長 

 

水道用水供

給事業者 

茨城県企業局 

オブ

ザー

バー 

えんどう ともよし 

遠藤 智義 

〇厚生労働省医薬・生活衛生局水道課 

課長補佐 

 

準用（国） 厚生労働省 

幹

事 

はしもと しん 

橋本 慎 

 

〇茨城県県民生活環境部水政課長 要綱第６条 

事務局 

茨城県水道行政担当課 
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水道ビジョン策定の必要性について
１ 策定の根拠

厚生労働省健康局「新水道ビジョン」平成25年３月

第８章 関係者の役割分担 ８.１ 行政機関 ８.１.２ 都道府県

「都道府県は、新水道ビジョンを踏まえた都道府県ビジョンを策定することとします。」

資料 ５

都道府県水道ビジョンは、地域の水道の

実態を掌握する都道府県水道行政の立場から、

将来の地域における水道のあり方を設定する

ことにより、当該都道府県における水道事業

者をはじめとする水道関係者が一丸となって、

広域的に連携しつつ、様々な取り組みに挑戦

できる体制を整備し、将来にわたって持続可

能な水道の供給基盤を都道府県単位で確立で

きるよう取り組むことを目的とする。

３ 作成要領

都道府県水道ビジョン作成の手引き（平成26年３月）厚生労働省水道課

２ 策定の目的

【参考】新水道ビジョンにおける水道の理想像

1



水道ビジョン策定の必要性について

年度 県の計画 国の動き

Ｓ５３
水道整備基本構想
県南地域広域的水道整備計画

Ｓ５４ 県西地域広域的水道整備計画

Ｓ５９ 県中央地域広域的水道整備計画

Ｈ３
新水道整備基本構想
鹿行地域広域的水道整備計画

Ｈ１３ 茨城県水道整備基本構想２１⇐現行基本構想

Ｈ１６ 水道ビジョン

Ｈ２０ 水道ビジョン改訂

Ｈ２４ 新水道ビジョン

Ｈ２７

Ｈ３０ 水道法改正（法の目的変更）

Ｒ３ 茨城県水道ビジョン（予定）

４ 既往の計画等

〇計画期間が満了（令和2年度）した現
行基本構想を、国の新水道ビジョンや水
道法改正の趣旨を踏まえて全面改訂し、
茨城県水道ビジョンを策定する。
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令和3年 令和4年

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

◆ ◆ ◆

水道ビジョン策定検討委員会

検討委員会開催（全３回）

市町村への周知
及び意見交換
ビジョン案
の確定

パブリックコメント意見反映
水道ビジョンの策定

5 水道ビジョン策定スケジュール及び今後の進め方について

（１）水道ビジョン策定スケジュール

パブリックコメント
実施・集計

（２）水道ビジョン策定検討委員会における検討内容（案）

第１回（今回）方向性の確認 第２回：素案の作成 第３回：案の作成

①水道ビジョン策定の必要性について ①課題、対応方針の対応検討 ①水道ビジョン案の検討

②県内水道事業の現況及び課題の抽出 ②水道ビジョン素案の検討 ②今後の取組等の検討

③今後の課題、対応方針等

水道ビジョン策定の必要性について
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令和３年７月

茨 城 県

資料６

茨城県水道ビジョンの概要（たたき台）
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資料目次（水道ビジョン目次）

第１ 水道ビジョンの趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

第２ 一般概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

第３ 水道の現況（H30年度ベース） ・・・・・・・・・・・・・ ６

第４ 圏域の区分の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

第５ 給水量の実績と水需給の見通し（水需要推計）・・・・・・・１５

第６ 現状分析と評価、課題の抽出・・・・・・・・・・・・・・・１９

第７ 将来目標の設定とその実現方策・・・・・・・・・・・・・・２３

第８ 都道府県水道ビジョン策定のための

体制及び策定後のフォローアップ・・・・・・・・・・・・・２５

※ 都道府県水道ビジョン作成の手引き
（H26.3厚生労働省水道課）に準拠。
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第１ 水道ビジョンの趣旨
【策定の目的】

【理想像】

安全な水道

強靭な水道

水道サービス
の持続

【対象・目標期間】

全ての県民が、いつでもどこでも、水をおいしく飲める水道

自然災害等による被災を最小限にとどめ、被災した場合であっ
ても、迅速に復旧できるしなやかな水道

給水人口や給水量が減少した状況においても、健全かつ安定的
な事業運営が可能な水道

◇ 対 象 ： 県全域
◇ 目標年度 ： 令和12年度・２０３０年度（１０年後 ）

※ 令和32年度・２０５０年度（３０年後） を見据えて計画策定

長期的かつ広域的視点から本県の水道が抱える課題を整理し、人口減少社会
においても、安全で強靭な水道を持続させることを目的とし、県内水道のある
べき理想像を示す。

3



第２ 一般概況（１）
【１ 地勢（概要）】

〇 県の面積は6,097k㎡で全国第24位

〇 可住地面積は、約3,975k㎡で全国第4位

⇒ 居住区域が分散傾向

【２ 人口の推移（概要）】

〇 平成1２年（2000年）に2,999千人で
ピークに達し、それ以降微減傾向

〇 平成30年（2018年）は、2,883千人

〇 令和32年（2050年）には、2,520千人
まで減少すると見込まれている。
（県総合計画）

【３ 産業（概要）】

省略 農林水産業、商工業について記載

平成１２年

4



第２ 一般概況（２）
【４ 水資源（概要）】

〇 利根川・荒川水系（国等開発）
霞ヶ浦開発、八ッ場ダム、霞ヶ浦導水事業等

〇 その他の水系（県等開発）
飯田ダムなど7か所の県ダム
水戸市の楮川ダム

〇 「茨城県地下水の採取の適
正化に関する条例」

（１）水源開発

（２）地下水規制

〇 ４４のうち３０市町村が
指定区域
主として、県南西及び鹿行地域

5



第３ 水道の現況（１）
【水道の普及状況】

〇 県全体で94.７％まで向上
（R1年度は94.9％）

〇 全国平均98.０％に及ばない。
（R1年度は98.1％）

〇 県北地域が98.8％で最高
〇 鹿行地域が88.6％で最低

〇 市町村数４４に対して、上水道
43（R2年度から４２）まで統合

〇 公営簡易水道は２市８事業まで
統合

※全国：2,558事業
〇 非公営簡易水道は113事業

（うち、つくば市８５事業）
（※全国：５８９事業）

〇 県営水道用水供給事業4
（R2年度から３（県南西統合）

【水道施設数】

【市町村職員の状況】

〇 H10年度と比べ、約4割の減少
〇 約6割が事務職員
〇 技術の継承、技術者の配置に懸念

652 636 540 434 424

486 430
324

300 300

10
7

8
10 6

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H10 H15 H20 H25 H30

事務職・技術職・技能業務職の人数（上水道）

事務職 技術職 技能業務職

14.8 15.1 22.7 15.2 14.0 15.3
11.1

23.3
22.7

22.5 27.3 21.5
26.7

35.8 31.9
29.1 24.8 30.7

37.0
16.8 18.2

27.2 24.8 24.1

10.4 9.0 4.5 6.0 9.1 8.4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

県北 県中央 鹿行 県南 県西 茨城県

上水道の年令構成の状況 割合（％）

30歳未満 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上

手引き：表１関係

手引き：表１関係

手引き：表２関係
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第３ 水道の現況（２）

手引き：表２関係

〇 水道事務所勤務職員 105名

〇 うち技術職 83名

【企業局職員（出先）の状況】

手引き：表３関係

〇 多くの市町村が委託を実施中
〇 複数年発注や包括業務委託も

見受けられる。
〇 水道法上の第三者委託は1市のみ

（つくば市）

【委託の状況】

手引き：表２関係

【市町村職員数と事業規模の相関】

〇 小規模事業体の職員数が著しく
少ない。（最小4人）
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第３ 水道の現況（３）

【クリプトスポリジウム等対策状況】

22
11 1 0 1

35

7

0
0 1 0

8

0

10

20

30

40

50

県北 県中央 鹿行 県南 県西 茨城県

対応が必要な浄水施設数

対応済施設 未対応施設数

84％ 84％

88％

91％

81％

75

80

85

90

95

H26 H27 H28 H29 H30

対応済施設率

〇 未対応施設は8施設

※ H30年度から大子町の簡易水道事業
が上水道に統合。簡水の未対応施設が上
水道に移行し、グラフ上対応済施設率低
下

手引き：表５関係

【水源の状況】

38％ 36％ 35％ 35％ 34％

2％ 3％ 2％ 2％ 3％

25％ 22％ 21％ 19％ 19％

35％ 39％ 42％ 44％ 44％

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H10 H15 H20 H25 H30

水源の内訳

地表水 伏流水 浅井戸 深井戸 湧水 受水

〇 県全体の水源水量３23百万m3
（日平均88.5万m3取水）

〇 順次、県水受水が増加
〇 県西地域は、地下水規制区域

であるが、多くを地下水に依存

手引き：表４関係

〇 未受検率は24％から27％

〇 指摘率は14％から18％
（主として水質検査ではなく、外観

検査で指摘）

【簡易専用水道における管理状況】
（貯水槽水道）

手引き：表６関係

44373

98966

26459

81640
66887

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

県北 県中央 鹿行 県南 県西

平成30年度取水量（上水道）

地表水 伏流水 浅井戸 深井戸 湧水 受水

（未受験率・指摘率）

未受検率
(%)

未受検
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第３ 水道の現況（４）

手引き：表８関係

77.1

67.9 66.4
70.1

69.1

非公営簡易

水道, 69.1

88.7 86.6 87.7 87.2

75.5

小規模水道, 
80.8

65.4 64.5 62.5
68.3

57.0
飲用井戸, 

62.6
50

60

70

80

90

100

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

定期水質検査 施設別適合率

上水道 公営簡易水道 非公営簡易水道

専用水道 小規模水道 簡易専用水道

小簡易専用水道 飲用井戸

【水質適合状況】

〇 小規模水道で約8割に留まる

〇 非公営簡易水道で約7割に留まる

〇 飲用井戸で約6割に留まる

表７ 小規模水道に係る条例制定状況
表９ 飲用井戸に係る条例制定状況

省略

【鉛給水管残存率】

〇 全国平均比べ低位
補足：安全関係

【鉛給水管残存率】

〇 全国平均に比べ残存率が高い

補足：安全関係
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第３ 水道の現況（５）

手引き：表10、表11関係

【耐震化の状況（基幹管路）】

〇 全国平均より高いが、国の目標値
より低位

〇 国の目標値は、60％（R10 ）

32.3 34.0 36.4 37.0
42.3

36.0 37.2 38.7 39.3 40.3

57.0 57.7 58.3 58.8 59.3

18.4 20.1 21.9 22.4
27.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

H26 H27 H28 H29 H30
茨城県 全国平均 用水供給 市町村等

手引き：表1３関係

【耐震化の状況（浄水施設）】

〇 全国平均に比べ低位

〇 国の目標値は、４１％（R７ ）

39.7 40.8 41.3 40.1 40.0
49.7 51.5 53.3 55.2 56.9

0.0

20.0

40.0

60.0

H26 H27 H28 H29 H30
茨城県 全国平均

手引き：表1３関係

【耐震化の状況（配水施設）】

〇 全国平均に比べ低位

〇 国の目標値は、70％（R７ ）

15.2 16.1 16.0 16.1 16.5

23.4 25.8 27.9 29.1 30.6
27.2 27.2 27.2 27.2 27.2

6.5 8.0 8.0 8.2 8.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

H26 H27 H28 H29 H30
茨城県 全国平均 用水供給 市町村等
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第３ 水道の現況（６）

手引き：表１２関係

【経年化の状況（基幹管路）】

〇 全国平均より低く経年化は進んで
いない。

※ 今後、更新需要が見込まれる。

手引き：表1２関係

【経年化の状況（浄水施設）】

5.9 6.7
7.8

9.2
10.5

12.1
13.6

14.8
16.3

17.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

H26 H27 H28 H29 H30

経
年
化
率
（
％
）

茨城県 全国平均

2.5 3.2 3.2 3.8 4.2

0

5

10

15

20

H26 H27 H28 H29 H30
経
年
化
率
（
％
）

茨城県 全国平均

〇 全国平均より低く経年化は進んで
いない。（耐用年数超過施設無）

※ 今後、更新需要が見込まれる。

手引き：表1４関係

【危機管理マニュアル等策定状況】

〇 各種マニュアルの策定状況率が低
い 51.3%

40.0%
40.0%

24.4%
27.5%

32.5%

27.5%
14.6%

27.5%
26.2%

18.4%

2.4%

29.7%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

地震 風水
害

水質
汚染

クリ
プト

施設
事故 停電

管路
事故

凍結
事故 テロ 渇水

応援
協定 情報

イン
フル

マニュアル策定状況
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第３ 水道の現況（７）

【水道料金の状況】

〇 最低2,462円
〇 最高5,184円
〇 平均3,929円
※口径13㎜ 月20m3

原価割れ事業体数：1５事業体

手引き：表１６関係

【最近の大規模地震等による水道
施設被害状況】

〇 東日本大震災（平成22年度）
・断水戸数：784千戸

手引き：表１５関係
【風水害による被害状況】

〇 平成27年関東・東北豪雨災害
・断水戸数：１２千戸

〇 令和元年東日本台風
（台風第19号）

・断水戸数：２３千戸
※ 水道基盤強化計画策定の手引き

による。
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83.3 81.8 80 75 75 78.6 81

16.7 18.2 20 25 25 21.4 19

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

県北 県中央 鹿行 県南 県西 茨城県 全国

水道事業ビジョン策定状況

策定済み又は策定中 未着手

第３ 水道の現況（８）

【アセットマネジメント計画策定状況】

〇 未策定１２事業体

【水道ビジョン策定状況】

〇 未策定１２事業体

50

91 100
88 83 83 83.9

50

9 0
12 17 17.0 16.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

県北 県中央 鹿行 県南 県西 茨城県 全国

アセットマネジメント計画策定状況（％）

策定割合 未策定割合

※ 水道基盤強化計画、広域化推進プラン
策定の手引きによる。

※ 水道基盤強化計画、広域化推進プラン
策定の手引きによる。

【水安全計画策定状況】

〇 未策定３５事業体

※ 水道基盤強化計画、広域化推進プラン
策定の手引きによる。
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第４ 圏域の区分の設定

現在の圏域は、旧市町村界及び水道用水供給事業の供給範囲を基本とした県北、県中央、鹿
行、県南西の４圏域である。

次の４市は、現在の市町村界において輻輳

市町村 用水供給 圏域

常陸大宮市 一部県中央 県北、県中央

石岡市、（湖北水道企業団） 県中央、県南西（県西） 県中央、県南西

かすみがうら市 県中央、県南西（県西） 県中央、県南西

土浦市 県南西（県西）、県南西（県南） 県南西

（１）圏域 （２）水道用水供給事業

【圏域の変更も検討】

案１ ４圏域を再整理
案２ 圏域を１つに統合

14



第５ 水需要推計（１）

行政区域内人口

普及率の設定

給水人口の算出

有収水量の推計

有収率の設定

一日平均給水量の算出

負荷率の設定

一日最大給水量の算出

「茨城県総合計画2018-2021」推計値である
2050年：252万人を採用

目標年度（2050年）に100％と設定

「行政区域内人口」×「普及率」

業態別に時系列傾向分析

アンケート調査最終年度の有収率を採用

「有収水量」×「有効率」

実績値の最低値

「1日平均給水量」÷「負荷率」

（R12までの市町村推計値を含む）

※R12まで（当面の10年間）は、市町村調査結果の積み上げとし、その後の期間（R32まで）を市町村調査を基に、推計

15



第５ 水需要推計（２）

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

H25 H30 R5 R10 R15 R20 R25 R30

万㎥/日
１日平均給水量の推移（㎥/日）

実績 ①市町村推計 ②市町村（下位推計）

③実績推計 ④実績（下位推計）

R1 R12

１日平均給水量
R1実績

（千㎥/日）
R32推計

（千㎥/日）
R1→R32

伸び率（％）

①市町村推計⇒採用
（R12までを実績値とする）

850 809 ▲ 4.8

②市町村推計（下位推計）
（R12までを実績値とする）

850 793 ▲ 6.7

③H25実績推計（県）
（R1までを実績値とする）

850 834 ▲ 1.9

④実績推計（下位推計）（県）
（R1までを実績値とする） 850 800 ▲ 5.9

R1実績 R32推計 R1→R32

人口 286万人 252万人 △1１.９%

給水人口 271万人 252万人 △ 7.0%

普及率 94.9% 100.0% ＋5.1

〇 人口252万人は県総合計画人口

〇 下位推計は、業務営業用水等の増加傾向値は採用せず
実績値一定としたもの。

◎

③

④

①

②
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14

R 
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R 
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R 
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R 
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R 
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R 
26

R 
28

R 
30

R 
32

75.4％東日本大震災（県北）

82.4％東日本大震災（全県）

83.78％市町村推計値

88.6％直近実績

日平均

日最大

○ 災害時などに必要な水量を確保するため、一定の安全率
（負荷率）が必要

〇 東日本大震災時の実績より、安全率は低いが用水供給事業
の統合による水融通を可能にすることでカバー

80％現在の基本構想

項目 負荷率 採用値
一日最大

（千m3/日）
備考

R32
推計値

７５.4%
H22東日本大
震災（県北）

1,074
安全側であるが過大となる
可能性

80.0%
現在の

基本構想
1,012 基本構想21の負荷率

82.4%
H22東日本大
震災（全県）

982 東日本大震災実績

83.78%
市町村推計
により算出

966
東日本大震災実績より、
規模縮小になるが広域間の
水融通でカバー

88.6％
直近実績
（R1）

914 安全に対するリスク大

R1
実績値

88.6% 9３５ 日平均８０９

m3/日

第５ 水需要推計（３）

17



H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

県北 85.4% 75.4% 83.4% 85.7% 84.5% 85.9% 86.0% 87.5% 86.3% 87.6%

県中央 86.6% 81.6% 84.1% 87.2% 87.5% 87.8% 88.1% 89.9% 87.3% 88.7%

鹿行 83.7% 78.7% 81.8% 85.8% 87.8% 86.4% 88.1% 91.5% 88.7% 88.5%

県南西 87.7% 86.1% 85.0% 88.5% 87.4% 88.3% 89.0% 89.3% 87.7% 89.0%

県平均 86.6% 82.4% 84.2% 87.6% 87.2% 87.6% 88.2% 89.4% 87.5% 88.7%

日最大給水量 1,010 1,068 1,062 989 988 967 960 953 985 971 

日平均給水量 875 880 865 865 860 848 847 852 861 862 

第５ 水需要推計（４）

H23.3.11（H22年度） 東日本大震災 H29年度 寒波
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第６ 現状分析と評価、課題の抽出

① 水源汚染のリスクの存在への対策はできているか。
② 未普及地域の住民への対応は十分か。
③ 水安全計画の策定は十分か。
④ 水質検査実施体制及び水質検査の信頼性は十分か。
⑤ 簡易専用水道、小規模水道や飲用井戸の対策は十分か。
⑥ 鉛給水管の更新は十分か。⇐手引き記載なし

① 水道施設の耐震化は十分か。
② 水道管路（基幹管路）の耐震化は十分か。
③ 広域的な災害時の様々な対策は十分か。
④ 住民とのコミュニケーションは図られているか。

① 施設の維持管理や更新需要に対し財源確保が十分か。
② 水道の技術力や経営管理のノウハウにおいて人材確保は十分か。
③ 施設の老朽化等に対して、事業の実施計画ができているか。

【安全】（水道水の安全）
安全な水の供給は保証されているか

【強靭】（危機管理・災害対策）
危機管理への対応は徹底されているか

【持続】（運営基盤強化）
水道サービスの持続性は確保されているか
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着眼点
現況評価

項目
課題 指

標
目標設定 実現方策

実現にあたっ
ての課題

ICT
活用

広域連携
による課
題解決

①水源汚染の
リスクへの存
在の対策

クリプト
スポリジ
ウム対策

①未対応施設への
対応

定
性

①クリプトスポリジウ
ム対策指針に基づき対
応を推進する。

①水道用水供給事業による受水が
可能な施設にあたっては、受水へ
の切り替え
②ろ過池捨水設備や紫外線処理設
備の導入

施設整備にあ
たっての財源
不足

〇

②未普及地域
の住民への対
応

水道普及
率

①全国平均以下の
水道普及率（R1：
94.9％）

定
量

①水道普及率100％
【県総合計画、水需要
推計】

①水道普及促進支援事業の活用
②企業局使用料金減免制度の活用
③生活基盤施設耐震化等交付金
（水道広域化促進事業）の活用

施設整備にあ
たっての財源
不足

③水安全計画
の策定は十分
か

水安全計
画の策定
率

①水安全計画の策
定率が低い

定
量

①水安全計画の策定率
100％【手引き】

①厚生労働省の策定ツールを活用
②複数事業者と連携しての作成が
有効

広域連携先の
確保

〇 〇

④水質検査実
施体制及び水
質検査の信頼
性は十分か

水質検査
適合率

①非公営簡易水道
事業、小規模水道
（飲用水供給施
設）について、適
合率が低い

定
性

①非公営簡易水道につ
いては、上水道への転
換を図る。
②小規模水道について
も、出来る限り上水道
への転換を図る。

①、②上水道施設整備
施設整備にあ
たっての財源
不足

〇

⑤簡易専用水
道、小規模水
道や飲用井戸
の対策は十分
か

検査受検
率等

①簡易専用水道等
貯水槽水道の受検
率が低い。
②飲用井戸の検査
（飲用不適多）

定
性

①受検率の向上
②検査率の向上

①市町村と連携し、周知徹底、指
導を行う。
②上水道への転換を図る。

情報発信の方
策

〇

⑥鉛給水管の
更新は十分か

鉛給水管
の更新

①鉛給水管の残存
率が全国平均より
高い

定
性

①出来る限りの更新 ①着実な実施
施設整備にあ
たっての財源
不足

第６ 現状分析と評価、課題の抽出（安全）

20



着眼点
現況評価

項目
課題 指

標
目標設定 実現方策

実現にあたっ
ての課題

ICT
活用

広域連携
による課
題解決

①水道施設の
耐震化は十分
か。

浄水場耐
震化率

①全国平均より低
い耐震化率

定
量

①浄水場耐震化率41％
【水道における「防
災・減災国土強靭化の
ための5か年加速化対
策」R7】

①耐震性のない小規模な浄水場に
ついては、更新（耐震化）せず、
統廃合を実施する。
②生活基盤施設耐震化等交付金の
活用（基幹構造物の耐震化）

施設整備にあ
たっての財源
不足

〇

配水池耐
震化率

①全国平均より低
い耐震化率

定
量

①配水池耐震化率70％
【水道における「防
災・減災国土強靭化の
ための5か年加速化対
策」R7】

①着実な実施（統廃合、ダウンサ
イジングの検討含む）
②生活基盤施設耐震化等交付金の
活用（基幹構造物の耐震化、配水
池）

施設整備にあ
たっての財源
不足

〇

②水道管路
（基幹管路）
の耐震化は十
分か。

基幹管路
耐震化率

①全国平均よりは
高いが、国の目標
値より低い耐震化
率

定
量

①基幹管路耐震化率
60％【「防災・減災国
土強靭化のための5か
年加速化対策」R10】

①耐震性のない小規模な浄水場に
係る導水管については、更新（耐
震化）せず、統廃合を実施する。
②生活基盤施設耐震化等交付金の
活用（水道管路緊急改善事業、重
要給水施設配水管など）

施設整備にあ
たっての財源
不足

〇

③広域的な災
害時の様々な
対策は十分か

危機管理
マニュア
ル策定率

①危機管理マニュ
アルの策定等

定
量
・
定
性

①危機管理マニュアル
策定率100％
②行政との連携（リエ
ゾン）

①複数事業者と連携しての作成が
有効
②ルールの整理

①広域連携先
の確保

〇 〇

④住民とのコ
ミュニケー
ションは図ら
れているか。

情報発信
①情報発信の方法
について検討が必
要

定
性

①住民とのコミュニ
ケーション推進

①SNS等の活用
情報発信の方
策

〇

第６ 現状分析と評価、課題の抽出（強靭）
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着眼点
現況評価

項目
課題 指

標
目標設定 実現方策

実現にあたっ
ての課題

ICT
活用

広域連携
による課
題解決

①施設の維持
管理や更新需
要に対し財源
確保が十分か。

料金回収
率

①原価割れ事業体
がある。

定
性

①適切な料金設定（資
産維持費の計上）を推
進する。
②収支の見通しを行う。

①料金収入を増加させる方策
・普及率、有収率、専用水道

の上水道への転換
②支出を減少させる方策

【ハード面】
・統廃合及びダウンサイジング
・既存ストックの有効活用に

よるコスト縮減
【ソフト面】

・発注規模の拡大による
スケールメリット創出
・広域連携による共通管理
経費の縮減

③住民、議会への説明
・情報発信

①地下水専用
水道の大口需
要家の転換
⇒逓増性見直
し
②ハード面
⇒統廃合にあ
たっての財源
不足
②ソフト面、
広域連携先の
確保
③情報発信の
方策

〇 〇

②水道の技術
力や経営管理
のノウハウに
おいて人材確
保は十分か。

職員の不
足

①小規模事業体に
おいては職員不足
が顕著

定
性

①水道事業を維持する
ための人材の確保が必
要
②ＩＣＴによる省力化
を図る。

①広域連携による人材の有効活用
②ICTの活用や広域連携による基
準統一による省力化

①、②広域連
携先の確保

〇 〇

③施設の老朽
化等に対して、
事業の実施計
画が出来てい
るか。

アセット
マネジメ
ント実施
率

①アセットマネジ
メント未実施事業
体がある。

定
量

①アセットマネジメン
ト４D実施率100％
【手引き】

①複数事業者と連携しての作成が
有効

広域連携先の
確保

〇 〇

耐震化計
画策定率

①計画未策定事業
体がある。

定
量

①耐震化計画策定率
100％

①複数事業者と連携しての作成が
有効

広域連携先の
確保

〇 〇

水道ビ
ジョン策
定率

①ビジョン未策定
事業体がある。

定
量

①水道ビジョン策定率
100％

①複数事業者と連携しての作成が
有効

広域連携先の
確保

〇 〇

第６ 現状分析と評価、課題の抽出（持続）
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第７ 将来目標の設定とその実現方策（イメージ）

安
全

強
靭

持
続

財
源
不
足

人材
不足

ICTの活用による事業全般の効率化が必要

【収入増】（料金値上げ以外）
〇 普及率向上
〇 有収率向上
〇 専水（地下水）からの転換

〇 国庫補助金の確保

【支出減】
〇 ハード面
・水道施設の統廃合・再配置
・既存ストックの有効活用
〇 ソフト面
・発注の効率化
・管理経費の縮減

〇 人材の有効活用
〇 効率的な維持管理（省力化）

危機
管理

〇 災害対応

多
く
の
課
題
が
広
域
連
携
に
よ
り
対
応
で
き
る

カネ

ヒト

費
用
増
（
安
全
・
耐
震
化
対
策
）

モノ

セキュリティー
対策の強化

アセットマ
ネジメント

耐震化計画

ビジョン等

将
来
の
目
指
す
べ
き
方
向
性
と
し
て

１
県
1
水
道
を
位
置
付
け

具
体
化
に
つ
い
て
は
法
定
協
議
会
に
よ
り
個
別
議
論
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◆当面(10年間)取り組む目標（案）

〇 県 北：水道用水供給事業からの受水が困難な水道事業者について
経営手法を検討（管理の一体化、経営の一体化など）

〇 県中央：水道用水供給事業給水対象の拡大
〇 鹿 行：垂直統合（経営の一体化）を推進
〇 県南西：垂直統合（経営の一体化）を推進

≪共通事項≫
〇 県営水道用水供給事業（県中央、鹿行、県南西）の段階的な統合を検討

（例：県中央と鹿行を統合し、その後、県南西と統合）
〇 垂直統合と並行して、浄水場施設等の再配置を検討

◆３０年後（２０５０年度）の目標（案）
水道事業一元化（1県1水道）により県内水道料金（水道サービス）を統一する。

◆その後の20年間で取り組む事項(案）

〇 県営水道用水供給事業の統合を進める。
〇 垂直統合（経営の一体化）した地域では、料金格差を是正する。
〇 垂直統合（経営の一体化）を進め、事業統合に移行する。

共同発注等

◆ 県が主導となり、水道用水供給事業と水道事業を統合（垂直統合）

◆ 市町村の地下水浄水場を廃止し、県営の浄水場に統廃合を行うことにより浄水場更新費用を抑制する。
（県、市町村の二重投資を回避）

将来(30年後)の目標
【料金統一】

当面(10年間)の目標
〇地域ごとに経営合理化

広域連携の形態

水道の理想像の実現方策（案）
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第８ 策定のための体制、策定後のフォローアップ

【策定後のフォローアップ】
〇 ５～１０年を目途に定期的に実施状況を確認するとともに、進捗に課題

が生じた場合には、適宜見直しを行う。

Plan
・計画
・目標設定

Action
・改善策立案

Check
・現状分析
・評価

Do
・管理運営
・施設整備

PDCAサイクル

【策定のための体制】
〇 茨城県水道ビジョン策定検討委員会による検討
〇 パブリックコメントの実施
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検討の論点整理（案）１
１ 現況の確認

都道府県水道ビジョン作成の手引きによるもののほかに、確認整理すべき事項はあるか

（水道基盤強化計画作成の手引き、水道広域化推進プラン作成マニュアルによるものは、反映する予定）

２ 水需要推計の妥当性について

（１）R12まで（当初１０年間）の水需要を市町村調査結果の積み上げとし、その後の期間（R32まで）

は、市町村調査結果を基に、推計（各市町村の計画との整合性を図るため）

（２）県総合計画との整合性

① 人口は、R32に県総合計画人口の２５２万と設定

② 水道普及率は、県総合計画に記載の１００％

③ R32時点の需要推計は、圏域単位として集計

（３）負荷率等

① 負荷率は、R12時点までに発生する最低値（負荷率＝1日平均給水量／1日最大給水量）

：市町村調査結果から、東日本大震災時の負荷率よりも高く設定

② 新しい生活様式（新型コロナウイルス感染症への対策）の影響

３ 課題、目標について

（１）課題抽出の妥当性はどうか。ほかに確認すべきことはあるか

（２）目標設定について、定性的・定量的の区分はどうか

・定量的とした場合について、数値目標はどうあるべきか

参考資料１

1



検討の論点整理（案）２

４ 水道の理想像の実現方策について

（１）30年後（2050年）の理想像を実現するため、１県1水道を位置付けたいがどうか

（※ ⇒ 現行基本構想においては、「将来」としていたものを時間軸に位置付ける。）

（圏域を１圏域に統一してはどうか。（集計等は、エリアとして区分））

・当面10年間の取り組みとして、出来る範囲での垂直統合を目指すこととしたいがどうか

・水道用水供給事業においては、3水道用水供給事業の水平統合を推進してはどうか

（２）実現方策として、時期、範囲、体制をどうすべきか

・国庫補助金が獲得できる時期（R16までの時限措置）までに

・現在の水道用水供給事業の範囲を基本として

・法定協議会により具体的なルール等を議論してはどうか

・関係者の役割はどうか。県、水道用水供給事業者、水道事業者、市町村水道関係部局など

【広域化が必要である背景】

〇 料金収入減少、老朽化した水道施設の更新に伴う支出増が見込まれるなかで、水道事業の経営改善（コスト

の縮減と収入の確保）を各水道事業者が各々実施しているが、各々での事業効率化には限界がある。

⇒ 浄水場更新費用の縮減や人材の確保に、抜本的対策が必要であるため、県が主導となり、広域連携を進めて

いく必要がある。
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新型コロナウイルスの影響評価 参考資料２


